
各課からのおしらせ

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
第１回全国一斉情報伝達訓練の

実施について
　地震や武力攻撃などに備え次のとおり情報伝達訓
練を行います。この試験は、全国瞬時警報システム（Ｊ
アラート）を用いた試験で東秩父村以外の地域でも
様々な手段を用いて情報伝達試験が行われます。

（１）試験実施日時　
　　 ５月１８日（水）午前１１時頃

（２）試験で行う放送内容
情報伝達手段 放送内容

防災情報音声告知
システム

（屋外スピーカー）

村内３７か所に設置してある屋外
スピーカーから、一斉に次のよう
に放送されます。

【放送内容】
　サイレン＋「これは、Ｊアラー
トのテストです。」×３回

※ Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊
急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時に伝
えるシステムです。

（３）その他
　当日は、午前９時３０分頃に防災タブレットから
訓練のお知らせを自動起動によりながしますので、
災害とお間違いのないようにご注意ください。

問合せ　総務課　☎８２ー１２２１

村長交際費について
村長の１月から３月の交際費については、
支出はありませんでした。

議長交際費について
議長の１月から３月の交際費については、
支出はありませんでした。

行政書士による無料相談会のお知らせ
　令和４年度から、埼玉県行政書士会東松山支部による無料相談
会が始まります。奇数月の第２火曜日に役場にて実施しますので、
行政書士に相談がある方はぜひご利用ください。
期日　５月１０日（火）　午前１０時～正午
場所　役場中会議室

問合せ　総務課　☎８２ー１２２１

総務課・議会事務職からのお知らせ

防災タブレット
～電源は入っていますか？～
　防災タブレットでは屋外放送が聞き取

れない時に文字で情報を確認でき、聞き逃した放送を
後から確認することができます。
　いざというときに、情報が受信できるように、ぜひ
電源を入れてください。電源が入っていないと避難情
報などが受信できません。よろしくお願いします。

ーその他ご不明点があれば、お問合せくださいー
問合せ　総務課　☎８２ー１２２１
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